
令和７年５月７日 

議員待遇者控室 

荒川区町会連合会会議次第 
 

１ 会長あいさつ 
 
２ 区民生活部長あいさつ 
 
３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事の推薦について 

 (「あらかわの心」推進運動区民委員会) ·············· ２～１２ページ 
 

②荒川区地域魅力発信事業について 

 (荒川区地域魅力発信実行委員会) ················· １３～１４ページ 
 

（２）区からの依頼事項 

③令和７年度「新エコ助成」チラシの回覧について 

 (環境課) ············································· １５～１７ページ 
 

④令和７年度フレイル予防講座「楽しく続ける ひざ痛予防」のポスター掲示について 

⑤荒川ころばん体操の紹介について 

(健康推進課) ······························１８～１９ページ、別途資料 
 

⑥第１７回あらかわ「社明」コンサートについて 

                     (総務企画課) ···························· ２０～２１ページ、別添資料 
 

⑦木造住宅に対する耐震化支援事業周知ポスター掲示について 

(住まい街づくり課) ································· ２２～２３ページ 
 

⑧防犯カメラ設置に係る補助金の改正について 

(生活安全課) ·············································· ２４ページ 
 

⑨伴走支援サポート事業について 

(区民課) ············································ ２５～２７ページ 
 

（３）東京都からのお知らせ 

⑩東京防災学習セミナーについて 

⑪パパママ東京ぼうさい出前教室について 

⑫犯罪お悩みなんでも相談窓口の設置について 

⑬講師おまかせスマホ教室について 

⑭町会・マンションみんなで防災訓練について 

⑮まちの応援事業事業について 

(区民課) ································· ２８～３８ページ、別添資料 
 

（４）その他のお知らせ 

⑯連合町会長会議資料のホームページ掲載について 

(区民課) ···················································· 資料なし 

 
 

４ 情報交換 
 

５ 次回   令和７年６月５日（木）午後２時 議員待遇者控室 
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   ７あらかわの心第１号 

令和７年５月７日  

（ 公 印 省 略 ） 

 

町会連合会会長  各位  

「あらかわの心」推進運動  

区民委員会  会長  五十嵐  孝之  

 

「あらかわの心」推進運動区民委員会  

幹事の推薦について (依頼 ) 

 

新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。  

日ごろから、「あらかわの心」推進運動に御理解、御協力をい

ただき、ありがとうございます。  

さて、「あらかわの心」推進運動区民委員会では、活動の推進

を図るため幹事会を設置し、皆様の御協力のもと、２年を任期と

する幹事を選任してまいりました。  

この度、現幹事の任期が令和７年６月末日をもって満了を迎え

ます。  

つきましては、引き続き今後の幹事会の一層の充実を図りたく、

貴団体より次期幹事をご推薦くださいますよう、お願い申し上げ

ます。  

記  

 

１  幹事の推薦について  

「あらかわの心」推進運動の普及・啓発のための企画・立案、

広報活動を実践いただける方を御推薦ください。  

※  幹事会を年６回実施予定です。（原則として、区役所内会

議室にて、午後７時から１時間程度）  

 

２  幹事の任期について  

令和７年７月１日から令和９年６月３０日まで（２年間）  

 

３  回答方法  

別紙 ｢幹事推薦意向確認表 ｣に御記入の上、同封の返信用封筒

により御返送ください。  
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４  推薦期限  

令和７年６月２日（月）必着  

 

５  添付書類  

資料１  「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事の改選  

について  

資料２  「あらかわの心」推進運動区民委員会規約  

資料３  「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事会規程  

 

(事務局 )  

〒 116-8501 荒川区荒川 2－ 2－ 3 

荒川区子ども家庭部児童青少年課  

青少年育成係  担当  石橋  

電話  03-3802-3111 内線 3833 

F A X 03-3802-3174 
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「あらかわの心」推進運動区民委員会 

幹事推薦意向確認表 
任期：令和７年７月～令和９年６月 

 

団 体 名                             

委員氏 名

ふりがな

                             

連絡担当者

ふりがな

                              

電 話 番 号      （      ）      

 

いずれか当てはまるものに○をつけてください  

 

・ 引き続き、現幹事の            氏 を推薦します。 

 

・ 今期の推薦はありません。 

 

・ 新たに推薦します。（↓以下の推薦書の記載をお願いします。） 

 

推薦書   

令和７年  月  日    

「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事会幹事に下記の方を推薦します。 

 

ふりがな 

幹事氏名                             

住  所                             

電話番号      （      ）               

FAX 番号（任意）      （      ）            

メールアドレス（任意）                       

※事前に被推薦者に意向の確認をお願いいたします。 

※委員自身が幹事に立候補する場合も同様に推薦書の記入をお願いいたします。 

※推薦人数に上限はありません。 

 お手数をおかけしますが、御推薦いただける方ごとに推薦書の提出をお願いいたします。 

（必要に応じて、推薦書はコピーしていただいて構いません） 
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  「あらかわの心」推進運動区民委員会 幹事の改選について 
 

「あらかわの心」推進運動区民委員会規約 （抜粋） 

 

（幹事会） 

第 16 条 区民委員会の会議を補佐するため、区民委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事会規程 （抜粋） 

 

（趣旨） 

第２条 幹事会は、「あらかわの心」推進運動～心をつなぐ５つの取り組み～（以下「５

つの取り組み」という。）の柱である「笑顔であいさつしよう」「きまりを守ろ

う」「思いやりを持とう」「いろいろな体験をしよう」「見守り、声をかけよう」

に則した活動を区民すべてが実践していくよう、この運動の推進を図るものと

する。 

 

（活動内容） 

第３条 幹事会は、前条の趣旨にもとづき、次の事業活動を行う。 

（１） ５つの取り組みに則した活動の企画に関すること。 

（２） ５つの取り組みに則した活動の広報・啓発活動に関すること。 

（３） その他、５つの取り組みに則した具体的実践活動に関すること。 

 

（構成） 

第４条 幹事会を構成する幹事は、第２条の目的に賛同する区内関係団体等及び公的機 

関の代表者又はその推薦による者若しくは会長の推薦による者とする。 

２ 幹事の任期は２年とする。 

 

⇒令和７年度は幹事改選の時期であり、新しく就任・継続いただく場合のいずれも、委員

や会長からの推薦が必要である。 

（次期の任期：令和 7 年 7 月 1 日～令和 9 年 6 月 30 日） 

 

【幹事改選スケジュール（案）】 

5 月中旬 参加団体等へ推薦依頼 ➡ 6 月上旬 推薦書回答期限 

6 月中旬 被推薦者へ承諾書送付 ➡ 6 月下旬 承諾書返送期限   

                                 （承諾書が事務局に届き次第、委嘱状を作成） 

7 月１日  次期幹事決定（7 月開催予定の第 2 回幹事会にて委嘱状交付） 
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資料１



 

◆幹事の役割 

・幹事会への出席（年６回ほど、4 月・7 月・9 月・11 月・1 月・3 月） 

・啓発事業の検討や従事 

 

※近年の主な会議（幹事会）内容 

・新啓発物品の検討 

・「あらかわの心」ニュース（年 2 回）への寄稿・内容検討 

・事業内容の検討・従事者の決定 

 

※近年の主な運営事業 

4 月･･･････････川の手荒川まつりにおける「あらかわの心」寸劇の公演、 

ブース出展（カルタクイズの実施・啓発物品の配布） 

 10 月～11 月････各地区子どもまつりにおけるブース出展 

（「あらかわの心」カルタ会の実施・啓発物品の配布） 

 2 月･･･････････カルタ大会の開催、三河島ひろば館まつりへの出展 

（「あらかわの心」カルタを使ったビンゴ大会（啓発物品の配布）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前に被推薦者に意向の確認をお願いいたします。 

※委員自身が幹事に立候補する場合も同様に推薦書の記入をお願いいたします。 

※所属団体から何名推薦いただいても構いません。 

 お手数をおかけしますが、人数分の推薦書の提出をお願いいたします。 

川の手寸劇 川の手ブース

啓発物品 

カルタ会 

カルタ大会 
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｢あらかわの心｣推進運動区民委員会規約 

 

平成１７年４月１９日 決定 

平成１８年７月 ５ 日 改正 

平成１９年５月２１日 改正 

平成２４年４月１８日 改正 

令和２年５月１９日 改正 

令和４年１２月１日 改正 

 

（名称） 

第１条 本会は、｢あらかわの心｣推進運動区民委員会（以下「区民委員会」という。）と称し、事

務局を荒川区子ども家庭部児童青少年課青少年育成係に置く。 

 

（目的） 

第２条 区民委員会は、｢あらかわの心｣推進運動（以下「推進運動」という。）の効果的な推進に

必要な協議、調整を行うことにより、推進運動を区民すべての運動として実践していくことを

目的とする。 

 

（事業） 

第３条 区民委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 推進運動に則した事業の実施に関すること。 

（２） 推進運動の普及・啓発に関すること。 

（３） その他、推進運動の目的を達成するために必要な活動に関すること。 

 

（委員） 

第４条 区民委員会を構成する委員は、第２条の目的に賛同する区内関係団体及び公的機関の代

表者又はその推薦による者とする。 

２ 前項の区内関係団体及び公的機関は、別表（例示）のとおりとする。 

 

（役員） 

第５条 区民委員会に次の役員を置く。 

（１） 会長     

（２） 副会長    

（３） 会計     

（４） 監事     

 

（役員の職務等） 

第６条 会長は、第４条第１項の委員の中から互選により選出する。 

２ 会長は、区民委員会を代表し、その事務を総括する。 

３ 副会長、会計、監事は、委員の中から会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

５ 会計は、区民委員会の会計事務を処理する。 
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６ 監事は、区民委員会の会計の執行状況を監査し、その結果を区民委員会に報告する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は３年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 役員は、再任することができる。 

 

（顧問及び相談役） 

第８条 区民委員会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は区民委員会の議決により会長が委嘱する。 

 

（賛助会員） 

第９条 区民委員会は、推進運動の目的に賛同する賛助会員を募集することができる。 

２ 賛助会員は、個人又は団体とする。 

 

（賛助会員の登録） 

第10条 賛助会員の登録を希望するものは、区民委員会に申込書を提出し、第１１条に規定する

賛助会費を納入するものとする。 

２ 区民委員会は、賛助会員登録簿を作成し、保管する。 

 

（賛助会費） 

第11条 賛助会費は、次の各号に掲げるとおりとし、納入のあった日の属する年度の収入とする。 

（１） 個人会員 年間 １口 １，０００円  

（２） 団体会員 年間 １口 ５，０００円  

 

（賛助会員の登録の取消） 

第12条 次の各号の一に該当する場合には、賛助会員の登録を取り消すこととする。この場合、 

 すでに納入した賛助会費は返還しない。 

（１） 本人から賛助会員の登録取消の申し出があったとき 

（２） 賛助会費の未納が２年連続したとき 

（３） その他登録を取り消すべき相当の理由が生じたとき 

 

（会議） 

第13条 会議は、毎年１回以上会長が招集し、別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１） 事業計画及び予算の決定 

（２） 事業報告及び決算の承認 

（３） その他会長が必要と認める事項 

 

（議決） 

第14条 会議の議決は、出席委員（代理人の出席又は委任状提出の場合を含む。第１８条におい

て同じ。）の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 

（会計） 
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第15条 区民委員会の収入は、賛助会費、荒川区からの補助金、寄付金及びその他の収入をもっ

てあてる。 

２ 会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（幹事会） 

第16条 区民委員会の会議を補佐するため、区民委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（情報連絡員） 

第17条 区民委員会の情報連絡のため、区民委員会に情報連絡員を置く。 

２ 情報連絡員に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（規約改正） 

第18条 この規約は、会議において出席委員の３分の２以上の同意を得て改正することができる。 

 

（委任） 

第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は平成17年4月19日から施行する。 

（経過措置） 

規約施行日から平成17年6月24日までの間は、「豊かな心を育む荒川3つの行動プラン区民推

進委員会」の役員を、規約第5条に規定する役員とする。 

附則 

（施行期日） 

この規約は平成18年7月5日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この規約は平成19年5月21日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この規約は平成23年7月1日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この規約は平成24年4月1日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この規約は令和2年4月1日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この規約は令和4年12月1日から施行する。 
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別表（第４条関係）

区立小学校ＰＴＡ連合会 

区立中学校ＰＴＡ連合会 

小学校ＰＴＡ連合会ＯＢ会 

中学校ＰＴＡ連合会ＯＢ会 

南千住東部町会連合会 

南千住西部町会連合会 

荒川東部町会連合会 

荒川西部町会連合会 

町屋町会連合会 

尾久東部町会連合会 

尾久西部町会連合会 

日暮里町会連合会 

青少年育成南千住地区委員会 

青少年育成荒川地区委員会 

青少年育成町屋地区委員会 

青少年育成尾久地区委員会 

青少年育成日暮里地区委員会 

荒川区保護司会 

更生保護法人 日新協会 

荒川区更生保護女性会 

荒川明るい社会づくりの会 

モラロジー道徳教育財団荒川モラロ

ジー事務所 

家庭倫理の会 足立区 

荒川区心身障害児者福祉連合会 

荒川区女性団体の会 

荒川区国際交流協会 

民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員 

青少年委員連絡会 

青少年委員連絡会ＯＢ 

荒川区スポーツ推進委員会 

荒川区体育協会 

荒川区青年団体連合会 

荒川区少年団体指導者連絡会 

東京都子ども会連合会 

荒川区ボーイスカウト・ガールスカウ

ト連絡協議会 

高年者クラブ連合会 

東京都薬物乱用防止推進荒川地区協

議会 

荒川防犯協会 

南千住防犯協会 

尾久防犯協会 

荒川交通安全協会 

南千住交通安全協会 

尾久交通安全協会 

荒川交通少年団 

南千住交通少年団 

尾久交通少年団 

荒川消防団 

尾久消防団 

荒川消防少年団 

尾久消防少年団 

荒川区商店街連合会 

東京荒川ロータリークラブ 

東京リバーサイドロータリークラブ 

東京荒川ライオンズクラブ 

東京荒川西ライオンズクラブ 

荒川区しんきん協議会 

東京商工会議所 荒川支部 

東京青年会議所 荒川区委員会 

社会福祉法人 雲柱社 

東京電力株式会社 上野支社 

東京ガスネットワーク株式会社東京

東支店 

北豊島中学高等学校 

開成中学高等学校 

東京都立竹台高等学校 

東京都立荒川工業高等学校 

東京都立産業技術高等専門学校 

東京都立大学健康福祉学部 

日本青少年研究所 

私立幼稚園等協会 

私立保育園園長会 

公立保育園 

公立幼稚園園長会 

区立小学校校長会 

区立中学校校長会 

荒川区社会福祉協議会事務局 

荒川区シルバー人材センター 

荒川警察署 

南千住警察署 

尾久警察署 

荒川消防署 

尾久消防署 

 

10



 

 

「あらかわの心」推進運動区民委員会幹事会規程 

 

平成１７年４月１９日決定 

平成１８年７月 ５日改正 

平成１９年４月 １日改正 

平成２３年７月 １日改正 

平成２４年４月１８日改正 

令和 ２年５月１９日改正 

令和 ４年４月２１日改正 

 

（設置） 

第１条 「あらかわの心」推進運動区民委員会規約第１６条に基づき、「あらかわの心」推進運動

区民委員会（以下「区民委員会」という。）に幹事会を置く。 

 

（趣旨） 

第２条 幹事会は、「あらかわの心」推進運動～心をつなぐ５つの取り組み～（以下「５つの取り

組み」という。）の柱である「笑顔であいさつしよう」「きまりを守ろう」「思いやりを持とう」

「いろいろな体験をしよう」「見守り、声をかけよう」に則した活動を区民すべてが実践してい

くよう、この運動の推進を図るものとする。 

 

（活動内容） 

第３条 幹事会は、前条の趣旨にもとづき、次の事業活動を行う。 

（１） ５つの取り組みに則した活動の企画に関すること。 

（２） ５つの取り組みに則した活動の広報・啓発活動に関すること。 

（３） その他、５つの取り組みに則した具体的実践活動に関すること。 

 

（構成） 

第４条 幹事会を構成する幹事は、第２条の目的に賛同する区内関係団体等及び公的機関の代表

者又はその推薦による者若しくは会長の推薦による者とする。 

２ 幹事の任期は２年とする。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

４ 幹事長は、区民委員会の委員又は幹事のうちから、会長が指名する。 

５ 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 

６ 副幹事長は、幹事のうちから、幹事長が指名する。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

第４条の２  

前条の規定に基づき、会長が推薦する者は、次のいずれかの要件を満たす者とする。 

（１）過去に２期４年以上、幹事として活動してきた者 
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資料３



 

 

（２）第３条の活動内容に積極的に参加してきたと会長が認める者 

２ 前条の規定に基づき、会長が推薦した幹事については、速やかに幹事に委嘱された後、幹事

会において、その旨報告するものとする。 

 

（会議） 

第５条 会議は、幹事長が招集し、次の事項を処理する。 

（１） 事業計画及び収支予算を検討すること。 

（２） 事業報告及び収支決算を検討すること。 

（３） 幹事及び幹事が所属する団体等が行う５つの取り組みに関わる活動の協議調整に関する

こと。 

（４） ５つの取り組みに則した運動の企画立案を行うこと。 

（５） 「あらかわの心」ニュースを中心とした広報・啓発活動を行うこと。 

（６） その他会長が必要と認める事項 

２ 幹事長は必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

（事務局） 

第７条 幹事会の事務局を子ども家庭部児童青少年課青少年育成係に置く。 

 

附 則 

 この規程は、平成１７年４月１９日から適用する。 

 この規程は、平成１８年７月 ５日から適用する。 

 この規程は、平成１９年４月 １日から適用する。 

 この規程は、平成２３年７月 １日から適用する。 

この規程は、平成２４年４月 １日から適用する。 

この規程は、令和 ２年４月 １日から適用する。 

この規定は、令和 ４年４月２１日から適用する。 
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７荒地魅第２号 

令和７年５月７日 

 

町会連合会会長 各位 

荒川区地域魅力発信実行委員会 

委員長 小林 清三郎 

 

荒川区地域魅力発信事業へのご協力のお願いにつきまして 

 

春暖の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

荒川区地域魅力発信実行委員会では、芸術文化活動を通じて区の魅力を区内外に

発信することを目的として、令和６年度より、区の魅力発信をテーマに「映画の制

作」を行ってまいりました。 

このたび、共催として本事業に携わる荒川区のほか、各地域の方々のご協力を賜

りながら、映画の制作が完了致しましたので、下記のとおり「上映会」を開催致し

ます。つきましては、広く区民の皆様へのご周知にご助力賜りたく、誠に恐縮にご

ざいますが、町会掲示板にポスターを掲示いただきたく、お取り計らいのほどよろ

しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 上映会の概要 

（１）開催日時  令和７年５月２５日（日） 

午後３時３０分から午後６時まで（予定） 

※午後２時３０分開場 

（２）会  場  荒川区民会館（サンパール荒川）大ホール 

（３）内  容  映画上映のほか、映画監督や出演者によるトーク、落語の実施 

を予定しております。 

 

２ ポスターの内容 

ＰＲポスターＡ４版（添付のとおり） 

 

３ 希望掲示期間 

お手元に届きましてから、令和７年５月２５日（日）までで可能な期間 

 

【問い合わせ】荒川区地域魅力発信実行委員会事務局 

地域文化スポーツ部文化交流推進課文化振興係 

電話 ３８０２－３７９５ 

担当者 向井、田口、橋口 
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７荒環環第１１４号 

令和７年５月７日 

（公 印 省 略） 

 

各 町 会 長 様 

 

環境課長  檀上 和寿 

 

 

令和７年度「新エコ助成」チラシの回覧について（依頼） 

 

 

 時下､ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、いつも地域における環境推進にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

環境課では、ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の一環として、省エネルギー及び創エ

ネルギー機器等の設置促進を図るため、設置費用の一部を助成しています。今年度は「新エ

コ助成」としてリニューアルし、申請方法を機器設置完了後の事後申請に変更したほか、「高

断熱ドアへの改修」と「直管型 LED 照明器具への改修」を新たな助成項目として追加しまし

た。 

つきましては、事業周知のため、お忙しいところ恐縮ですが、チラシの回覧をお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 対象者    次のいずれかに該当する方 

・区内在住の方 

・区内に事業所を有する方 

・区内集合住宅の所有者・管理組合 

※「ZEH 等」は区内在住の方のみ対象 

 

２ 受付期間  令和８年２月２７日（金）まで 

 

３ 助成条件  チラシ記載の助成対象機器等の設置完了日から１年以内かつ、受付期間内

に申請書類一式を提出すること 

 

【問合せ先】 荒川区環境課 環境推進係 

                〒116-0002 荒川区荒川 1-53-20  

あらかわエコセンター3階 

             電 話 5811-6463、5811-6850 

              （新エコ助成専用） 
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７ 荒 健 健 第 ８ 号 

令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区健康部 健康推進課長 田中 欣也 

 

 

令和７年度フレイル予防講座「楽しく続ける ひざ痛予防」の 

ポスター掲示について（依頼） 

 

 

 平素から、区政に多大なるご支援・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、令和７年度フレイル予防講座「楽しく続ける ひざ痛予防」を開催

いたします。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するポスターを制作いたしましたので、

誠に恐縮に存じますが、下記の通り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計

らいのほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 講演会概要  

（１）開催日時  令和７年６月２５日(水)午前１０時００分～午前１２時００分 

（２）会  場  サンパール荒川 ３階 小ホール 

 

 

２ ポスターの内容   

令和７年度フレイル予防講座「楽しく続ける ひざ痛予防」 

ＰＲポスターA４版（添付の通り） 

 

 

３ 希望掲示期間 

令和７年６月１３日（金）までで可能な期間 

 

 

問い合わせ 荒川区健康部 健康推進課 保健相談担当 

  担 当 者 谷、今泉 

       電   話 ３８０２－４２５２ 
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７荒 総総第３２６ 号 

令和 ７年４月１８ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

町会連合会会長 各位 

   荒川区総務企画課長 

 

 

あらかわ「社明」コンサートについて 

 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから青少年の健全育成にご尽力いただき、ありがとうございます。 

さて、このたび「令和７年度（第７５回）社会を明るくする運動」強調月間に当

たり、「第１７回あらかわ『社明』コンサート」を下記のとおり実施いたします。

貴町会の皆様にも是非ご鑑賞いただきたく、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 事 業 名   第１７回あらかわ「社明」コンサート 

 

２ 日  時   令和７年７月５日（土） 

         午後２時３０分開演 

         ※入場無料 

※往復はがきによる事前の申込が必要です。 

 

３ 会  場  サンパール荒川 大ホール 

 

４ 出  演  東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊（予定）、南千住第二中学校 

 

５ 主  催  荒川区保護司会 

 

 

 

 

【問合せ】 

総務企画課総務係 茂木 

℡  ３８０２－３２８７（直通） 
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事業名 
令和７年度 第７５回“社会を明るくする運動” 

第１７回あらかわ「社明」コンサート 

目的 

法務省の主唱する全国的な運動である「社会を明るくす

る運動」強調月間の主要事業の一つとして、青少年の健全

育成の普及啓発及び区の文化振興のため開催する。 

日時 令和７年７月５日（土） １４：３０～ 

会場 サンパール荒川 大ホール 

入場料 

・入場無料（定員：８５０名） 

・往復はがき（１枚２名様まで）による事前申込制 

※６月９日締切（必着） 

※申込多数の場合は抽選となります。 

主催 荒川区保護司会 

共催 

ＡＣＣ（公財）荒川区芸術文化振興財団 

荒川区・荒川区教育委員会 

“社会を明るくする運動”東京都推進委員会・荒川区推

進委員会 

内容 
東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊（予定）、 

南千住第二中学校 ほか 

添付資料 ポスター、チラシ兼往復はがき 

問合せ 
総務企画部総務企画課総務係 担当 茂木 

℡ ３８０２－３２８７（直通） 

 

令和７年５月７日（水） 

総務企画部総務企画課 
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７荒防住第３１６号 

令和７年５月７日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会長・自治会長 各位 

 

マンション対策等担当課長 杉山 奈津子 

 

木造住宅に対する耐震化支援事業周知ポスターの 

町会掲示板への掲示について（依頼） 

 

 平素から区政に多大なるご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 区では、木造住宅の安全性の向上を図るため、耐震診断などの耐震化費用の一部

を助成しております。 

 つきましては、広く区民の皆様に耐震化支援事業をご案内するポスターを制作い

たしましたので、誠に恐縮に存じますが、下記のとおり町会掲示板に掲示していた

だきたく、お取り計らいの程よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 支援制度概要 

 助成メニュー 要 件 

旧耐震基準の住宅 

（1981 年 5 月までに建築） 

・耐震診断 

・耐震補強設計 

・耐震改修工事（防火耐震含む） 

・耐震建替え工事 

・除却工事 

・住宅部分が２分の１以上 

・診断の結果、構造評定

（Iw）が１．０未満 

・耐震診断後５年以内 新耐震基準の住宅（2階建まで） 

（1981 年 6 月～2000 年 5 月に建

築：グレーゾーン住宅） 

・耐震診断 

・耐震補強設計 

・耐震改修工事 

 

２ ポスターの内容   

ポスターＡ４版（添付のとおり） 

 

３ 掲示期間 

 ポスター到着後１か月程度 

 

お問合せ 防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 

担 当 者 加藤 古川 池ノ谷      

電   話 03-3802-4303（直通）    
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荒川区住まい街づくり課 住宅係 

０３－３８０２－３１１１（内線２８２２） 
お問合せ先 

詳細はこちら 

あなたの家は 

を守れますか？ 

令和７年度から 

グレーゾーン住宅も

対象に拡大しました 

地震による倒壊から を守る取組フロー 

区内では、 の住宅の耐震化が済んでいます。 

区では、皆様の住宅の耐震化を支援しています。 

制度の詳細については、下記までお問合せください。 

23



防犯カメラ設置に係る補助金の改正について 
 

 令和７年度の「東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱」改正に伴い、

防犯カメラ設置費に係る補助金について、下記のとおり変更になりましたので、お知ら

せします。 

 

記 

 

１ 設置費に係る改定内容  ※令和７～８年度のみ（２年間の暫定措置） 

  【変更前】（通常） 

    団体４／２４、東京都１２／２４、荒川区８／２４ 

 

  【変更後】 

    団体１／２４、東京都１８／２４、荒川区５／２４ 

 

 

    （例）１台設置の団体負担額 

       ６０万円かかる場合 

        １０万円から２万５千円になります。 

 

         ６０万円 × １／ ６ ＝ １０万円 

 

         ６０万円 × １／２４ ＝ ２万５千円 

 

 

 

２ 維持費に係る改定内容 

  昨年度と変更はありません。 

 

３ ご回答期限 

   防犯カメラの設置（新設、増設）及び更新（設置後７年を超える）を予定して

いる町会、もしくは検討をしていきたい町会は、予算措置を行う関係上、令和７年

７月１８日（金）までに生活安全課にご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】       

荒川区生活安全課生活安全係 

担当：武元、市山      

０３－３８０２－４６５２  
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無料です︕

町会・自治会のおなやみ解決にむけて、
各分野の専門コンサルタントが伴走支援をします。

お気軽に
ご相談を︕

相談対象分野は３つ

多文化共生デジタル
活用

加入促進、
担い手づくり

申込方法や伴走支援の流れは、裏面をご覧ください。⤵

加入促進、担い手づくり

デジタル活用

多文化共生

町会・自治会のみなさん︕「定期的なイベントに工夫を加えたい」、「運営に課題がある」などのご要望や
おなやみはありませんか。専門のコンサルタントがお伺いして、一緒に課題解決に取り組みます。

● 加入促進に向けた防災等の各種イベント実施支援
● 住民向けアンケート調査
● 新たな活動の検討や運営の見直し、サポーターの制度化

● ホームページやSNSを活用した情報発信
● 紙資料の電子・クラウド化
● イベント申込・会費集金・回覧板のデジタル化

● イベントを通じた理解促進など、外国人住民との
共生に関する支援

● やさしい日本語での情報発信支援

荒川区

コンサルタントによる伴走支援の一例です。

町会・自治会コンサルタント派遣
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1回目 キックオフ
相談内容の確認やゴール地点、スケジュール等の打合せ

2回目～4回目 実施
スケジュール確認、企画・準備・実施サポート

最終回 ふりかえり
工夫した点や改善点などをふりかえり、
今後、町会・自治会の皆様ご自身で継続できるようアドバイス

【ご留意事項】・個別相談会に必ずご参加ください。
・最大５回までコンサルタントが訪問します。
・訪問1回あたり約1～2時間を予定しています。
・訪問期間は令和8年2月末までです。

Step1 荒川区へ個別相談

Step3 コンサルタント派遣開始

問合せ先

コンサルタント派遣の流れ

Step2 荒川区と東京都つながり創生財団、コンサルタントが検討

派遣決定

事業所管

荒川区 区民生活部 区民課 庶務係 担当︓関沢
Mail:kumin@city.arakawa.lg.jp 電話番号︓03-3802-3793

公益財団法人東京都つながり創生財団 共助推進課 地域活動支援担当
https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/chokai/

・ヒアリングした課題を荒川区と専門コンサルタントが共有して、支援内容を相談します。
・課題解決にコンサルタント派遣が適しているか検討します。
・検討の結果、コンサルタントの派遣以外の支援事業等をお勧めする場合があります。

南千住区民事務所 三森 03-3803-1793

荒川地域事務担当 坂野 03-3802-3466

町 屋区民事務所 小田澤 03-3892-2323

尾 久区民事務所 小倉 03-3894-6123

日暮里区民事務所 小原 03-3801-2100

区の職員が課題やお悩みを伺います。相談は随時受け付けますので、まずは下記までご連
絡ください。
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伴走支援サポート事業
コンサルタント派遣 まちの腕きき掲示板

支援
する人 各分野の専門家 職務経験等や特技を活かしたい

ボランティア

特徴
町会・自治会の抱える課題を整理し、
解決に向けた方法を一緒に考えて、
実際の取り組みを伴走支援します。

町会のちょっとしたお困りごとや、
特定のイベント等をサポートします。
町会・自治会が依頼内容を具体的に提示する
必要があります。

対象
分野

①加入促進・担い手づくり
②デジタル
③多文化共生

ボランティアの“腕きき”が対応できる分野
※これまでの依頼例：チラシのデザイン、デジタル化の

支援、イベントの撮影など

支援開始
までの流れ

① 町会・自治会が区の担当者へ事前相談
の上、区を通じて申込
② 区・コンサルタント・東京都つながり
創生財団の3者で事前相談内容を共有・
検討し、コンサルタントの支援で課題
解決ができるか検討
③ 結果をお知らせ・支援開始

① 町会・自治会がウェブのマッチングサイト
に「団体情報」と「お手伝い募集情報」を
登録（区がウェブ公開を承認）
② “腕きき” からのエントリーを待つ
③ 町会・自治会と”腕きき”が面談を行い、
お互いに条件が合えば依頼

訪問
回数

最大5回まで訪問（1回あたり2時間程度）
支援期間中はメールでの問合せ対応も行います。

内容や条件により変動
ウェブのみの対応や、1日～3か月程度の短期間の

支援が多い傾向です。

実施
時期

派遣申込期限：2025年8月29日まで
支援対応期間：2026年2月末日まで

町会・自治会の希望する日からいつでも
開始可能

依頼
件数 1町会・自治会あたり１件まで 制限無し。同時に複数件の依頼可能

費用

 コンサルタント派遣・交通費は無料
 支援にかかる実費は町会・自治会負担

実費の一例：通信費、印刷代、郵送費等
（詳しくはお問合せ下さい。）

 “まちの腕きき掲示板”システム利用料無料
 腕ききへの依頼料は基本的に無料

町会・自治会からの申し出により、
交通費や謝金等をお渡しする場合もあり

ます。

活用例

 防災イベントを通じた、町会活動参加の
きっかけ作り

 会費集金や回覧版の効率化の検討と実施
支援

 町会・自治会のサポーターを増やし活躍
してもらうための仕組みづくり

 餅つき大会のつき手
 運動会のカメラ撮影
 町会活動PRチラシ作成
 ホームページの更新マニュアル作成

「コンサルタント派遣」と「まちの腕きき掲示板」の比較

2025年4月現在
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